
[生活排水とは]

台所,風呂等からの生活雑排水,し尿をいい,その処理方法は,公共下水道,コミュニティプラント,合併処理浄化槽,単独処理浄化槽,し尿処理施設
(くみ取り収集)に分けられる。このうち浄化槽は,我が国の水洗化人口の約4割を占めており,特にし尿と併せて生活雑排水を処理できる高性
能の小型合併処理浄化槽は,生活排水対策の柱として急速に普及が進んでおり,今後さらに設置基数が伸びるものと思われる。
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生活排水処理

概要



産集廃棄物の処理

概要 全国産業廃棄物の処理のフロー
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詳細データ1 し尿処理の推移(全国)



詳細データ2 産業廃棄物の処理施設数(平成4年4月現在)

詳細データ3 産業廃棄物の種類別再生利用率,中間処理による減量化率および最終処分率
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詳細データ1



水道行政の概要

概要

安全な水道水の安定した供給を確保するため,その水質や施設についての基準,水道事業の経営や管理についての規則などが水道法に定めら
れている。

詳細データ1 給水人口内訳

詳細データ2 上水道における給水量の推移
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詳細データ4 不法投棄処分量の推移



詳細データ4 都道府県別水道普及率

詳細データ5 水道水源の種別(平成4年度)
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詳細データ3 市町村別の普及状況



詳細データ7 配水池の有効容量,貯留時間および計画一日最大給水量の推移

一般廃棄物(ごみ)の処理

概要 処理体制

厚生白書（平成７年版）

詳細データ6 水道の年間総給水量の推移



詳細データ2 容器・包装廃棄物の割合

詳細データ3 埋立処分地残余容量の推移
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詳細データ1 ごみ処理の推移(全国)



医薬品・医薬部外品・化粧品の承認・許可制度

概要 新医薬品の承認審査の仕組み

[新医薬品の承認書査]

新医薬品の品質・有効性および安全性については,特に慎重な検討を必要とするため,基礎や臨床関係の多くの資料に基づいて,医学・薬学・
獣医学・統計学の専門家からなる中央薬事審議会(厚生大臣の諮問機関)で審議を行い,その結果に基づいて厚生大臣が承認の可否を決定する
仕組みとなっている。

非臨床試験のうち,動物試験の実施に対しては「医薬品の安全性試験の実施に関する基準(GLP)」,臨床試験の実施に対しては「医薬品の臨床
試験の実施に関する基準(GCP)」が定められ,それぞれの試験が適正に実施されるように規制されている。

[医薬品等の製造(輸入販売)業の許可]

医薬品・医薬部外品・化粧品の製造(輸入販売)業の許可に当たっては,製造所(営業所)の構造設備,製造管理・品質管理の方法が基準に適合す
ること,申請者が欠格事由に該当しないことが審査される。

平成7年4月から一部の高度な製造技術を要する医薬品の場合を除き,都道府県が許可を与えることとなっている。
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詳細データ4 資源ごみの分別収集を実施している市町村数



[新医薬品以外の承認審査]

・医療用後発医薬品の承認審査

新医薬品と同一の後発品は,医薬品機構で,該当する新医薬品との同一性を調査される。 

・一般用医薬品の承認審査

承認基準が作成された品目は,その基準に従って都道府県で審査される。

その他の品目は,医薬品機構で,既承認品目との同一性が調査される。 

・医薬部外品,化粧品の承認審査

医薬品機構で,既承認品目との同一性が調査される。

・なお,新一般用医薬品等の審査は厚生省で行われる。

詳細データ1 平成6年の承認(許可)の実績
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医薬品・医薬部外品・化粧品の承認審査の分類



医薬品の市販後対策

概要
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医薬品等の製造(輸入販売)業許可数



詳細データ2 医療用医薬品再審査結果一覧表(平成6年9月8日まで)

詳細データ3 最近10年間の副作用報告件数等の推移
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詳細データ1 医療用医薬品再評価結果一覧表(平成6年9月8日まで)




